


狭あい道路が引き起こす住環境問題!!
　那覇市には、数多くの狭あい道路が存在しています。これは戦後米軍の土地収

用の後、細切れに返還された街中でインフラ整備が不十分なまま、急激な都市化

が進行したことが原因です。その大部分が現在も存在し続け、次のような住環境

問題を引き起こしています。

その改善のためには、狭あい道路の拡幅が必要です!!
　狭あい道路に接した敷地に建物を建てる場合や塀等を設ける場合、原則とし

て、

トバックすることが義務付けられています。

住環境問題が

改善されていきます。

いいます。

狭あい道路

緊急時・災害時・・・

●火災や地震時の避難が困難になるおそれがある

●火災時に延焼しやすい

日常生活でも・・・

●通風・日照・採光等の衛生上の問題

●人や自転車の通行が危険

●車のすれ違いが困難



那覇市では、狭あい道路の拡幅を推進するため

平成23年に「那覇市狭あい道路整備要綱」を制定

し、狭あい道路に関する事前協議制度を導入して

います。また、狭あい道路の拡幅整備工事に対し

て助成金等を交付し、狭あい道路の拡幅整備を推

進し、市民の皆さまのご協力のもと安全で快適な

まちづくりを図る事業です。

那覇市
狭あい道路
整備事業

事前協議制度の導入
狭あい道路に接する敷地の建築主等は、建築行為等及び自主的に拡幅整備を行う場合

は、その行為の30日前までに那覇市の建築指導課と協議してください。

道路中心線の明示

に調査し、当該敷地に隣接並びに対面する敷地の建築主等と協議を行い、道路中心線と道

路後退線を明示してください。

狭あい道路の拡幅整備を行なった建築主等は、拡幅整備を行った道路の形態を維持する

はじめに

事 業 の 内 容

道路の中心線を明示する鋲

　　

道路後退線の位置を明示する板

　　2項道路後退線表示板

建物等が後退したことを明示する標識

　　　　　2項道路後退済の標識
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◆ 拡幅整備による助成金の支給

助成金等(助成金及び奨励金)の概要

狭あい道

◆ 助成金等交付の主な条件

◆ 隅切り用地の確保による奨励金の支給

◆ 助成金等交付申請の時期



建物等の建築に伴う
狭あい道路の拡幅整備の場合

塀等の築造などに伴う
狭あい道路の拡幅整備の場合

助成金等の申請をする
場合の追加手続き

①　狭あい道路整備事前協議

狭あい道路の中心線の立会い確認

工事着手

敷地後退線の明示

②　狭あい道路整備中間検査

③　狭あい道路整備完了検査

④　2項道路後退済の標識設置報告書 提出

助成金等の確認

⑤　狭あい道路整備
　助成金等交付申請

⑥　狭あい道路整備
　　助成金等交付請求書

事業の手続きの流れ

　狭あい道路整備完了検査

建築基準法の規定による完了検査

2項道路後退済の標識の設置

2項道路中心鋲,2項道路後退線表示板の設置

　　　また、助成金等の申請を行う場合は、⑤,⑥も必要となります。

工事完了

※中間検査がない場合は
この部分が省略されます。
※拡幅整備工事完了後に

します。






